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新型コロナウィルス感染症に罹患した

り、濃厚接触者に指定されたりして、自宅

で待機しなければならなくなった場合や、

そのほかの理由で、体は元気なのに登校で

きない児童のために、黒鳥小学校ではリモート学習をすすめています。 

リモート学習とは、学習用 PC のグーグルミートやロイロノートを使って、オンラインで授業に参加

する学習方法のことです。 

1 週間から 10 日、あるいはそれ以上の日数で、登校できない状況が続いた場合、学習面の遅れも気

になりますし、休みが長く続いてしまうと登校しにくくなる児童も見られます。 

その点、リモートで授業に参加していると、授業のようすだけでなく、学級のようすも自宅にいなが

らリアルタイムで肌で感じることもできますし、自宅待機中も登校している児童と同じ課題をすること

ができます。 

学習内容によっては、リモート学習では補いにくいところもあろうかとは思いますが、1 日に何分か

でも学校とつながることは、児童の安心につながることと思われます。 

慣れるまでは、おうちの方にご支援ご協力いただくことも必要になるかもしれませんが、どうぞご理

解いただきますようお願いいたします。 

。 

 

 

 

 

 

６月号② 

長期の欠席や出席停止の児童には 

リモート学習をすすめていきます 

With コロナの時代に リモート学習を推進していくにあたり懸念されるのは、「自宅で元気なのにどう
して登校しないのか」と子どもたちが不思議に思うことです。もし「コロナに罹患したことを知られたくない」と

いう思いがあるのであれば、その児童や保護者の気持ちも尊重されなければいけません。だから、あえて公表

しようとは考えていませんし、リモート学習もご家庭の意向を確かめて行っていきたいと思います。 

ただ、これだけコロナが広がり、誰が感染してもおかしくない現在、たとえ罹患してもきちんと自宅療養をし

て感染が広がらないような対策が定着しているこの状況の中で、私たち大人は子どもたちに、身近な人がコ

ロナに感染したり、濃厚接触者になったりしたときに、どんな言動をとることが正しいことなのかを、きちんと教

えてあげることで、子どもたちの将来に大切な生きる力を育んでいくことが大切であると考えます。  

一つ目は、本人や家族がコロナに感染した人の気もちや健康を思いやること 

二つ目は、10日以上休んで学校に来た友だちにどんな態度をとることが正しいのかを考えること 

三つ目は、感染が広がらないように、生活や学習の中で何に気をつけなければいけないのかを見直すこ

と。 

 そうしたことを家庭や学級で話題にして話し合っておくことで、もし自身が感染した時にも、安心して治療や

静養に専念し、登校できる日を楽しみにできるようになりますし、元気であればリモート授業にも気兼ねなく参

加できることでしょう。学校としてはｗｉｔｈコロナの時代を生きる子どもたちを正しく導き、「隠す教育」よりも

「活かす教育」をしていきたいと考えています。  

今朝の児童朝礼でも、校長から子どもたちに「身近な人がコロナにかかったら」というお話をしました。 

どうかご家庭におかれましても、子どもたちが正しい知識と人権感覚をもって、コロナと共に生きる時代を

生きていくことができるようご支援ご指導をお願いいたします。 

黒鳥小学校のブログ 
右の QRコードからごらんください。 

令和４年度卒業証書授与式は 

令和５年３月１６日(木)です 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

くろとり安心メールについて 

 学校だより『 くろとり』6月号①にて予告してお

りました くろとり安心メール』について、登録方

法と欠席・遅刻の学校への届け出方法についてお

知らせします。 

 以下の手順にてご登録お願いします。 

① 欠席・遅刻の連絡をメールで行うには、まずは

「一斉メール配信システム」に登録していただ

く必要があります。別紙①の くろとり安心メ

ール登録のしかた』をごらんになり、メールを

受け取ったり、欠席・遅刻メールを送ったりし

たいスマホやパソコンでご登録ください。 

② 登録が済みましたら、別紙② 欠席・遅刻の学

校への連絡について』をごらんになり、試しに

「体温報告」をしてみてください。 

③ 別紙②の右面を参考に、ご使用のスマホ・パソ

コンのホーム画面に 欠席・遅刻届け出システ

ム』のショートカットを作成しておくことをお

勧めします。 

 

登録が済みましたら、明日 6月 7日より毎朝の検温チェックをメールでしていただくことが可能になり

ますし、もちろん欠席や遅刻の連絡も くろとり安心メール』をご活用いただくことができます。 

☆ 支援学級への在籍変更について 
～来年度の変更は８月しめきりです～ 

 

▶来年度（令和５年 4 月）より、支援学級への在

籍変更を希望される場合は、今年度の 8 月下旬

までに(できれば１学期中に)その意向を担任ま

で申し出てください。学校から申請し、市との協

議の結果、認められた場合のみ、来年度からの

在籍変更が可能となります。  ▶今年度の 9 月

(2 学期)以降に在籍変更の意向を申し出られた

場合は、来年度の 8 月（令和５年 8 月）以降の

申請・協議となります。そのため、実際に支援学

級への在籍変更は、再来年度(令和６年 4 月)と

なり、1年間以上、支援学級への在籍変更をお待

ちいただくことになります。▶なお、通常の学級へ

の在籍変更も同様のスケジュールで行われます。

▶ご不明な点は学校までお問い合わせください。 

マスクの話 今回の国の方針を受けて和泉市教育委員会より下記のとおり通知がありました。 

【新型コロナウイルス感染症対策における子どものマスク着用について】 

〇人との距離（2ｍ以上を目安）が確保できる場合において、マスクを着用する必要はない。 

〇屋外では、人との距離が確保できなくても、会話をほとんど行わないような場合はマスク着用の必要はない。 

（離れて行う運動や移動、鬼ごっこなど密にならない外遊び、自然観察、写生活動など屋外で行う教育活動など） 

〇屋内でも人との距離が確保でき、会話をほとんど行わないような場合もマスク着用の必要はない。 

（個人で行う読書や調べたり考えたりする学習など） 

〇屋外の運動場に限らず、プールや屋内の体育館等を含め、体育の授業や運動部活動、登下校の際はマスク

の必要がない。（とくに小学生など、自分でマスクを外してよいかどうか判断が難しい年齢の子どもへは、登下校時

には屋外ではマスクを外すよう、積極的に声をかけるなどの指導が必要である。その際、人と十分な距離を確保し、

会話を控えることについても合わせて指導すること。） 

〇夏場は、熱中症防止の観点から、マスクが必要ない場面では、マスクを外すことを推奨すること。 

〇マスクを着用しない場合であっても引き続き、手洗い、「密」の回避等の基本的な感染対策を継続すること。  
 

つきましては、本校ではマスクについての対策を、原則以下の通りとします。 

① 登下校中や休み時間など、屋外での活動はマスク着用を義務づけない。 

② 教室など屋内では、活動に関わらずマスク着用を原則とする。 

③ 屋内外に関わらず運動する場面では、原則マスクはつけない。 

息が切れるような運動の際にはマスクは必ずはずすこと。 
 
この対策は、児童の生命を守るための規準となるものであり、一律「決まりだから守らせる」といった性

質のものではありません。屋内でも息苦しさを感じれば外してもよいし、屋外でも対面になるような場面で

はマスクをつけてももちろんかまいません。ただ、マラソン中のマスクは、呼吸不全などで万が一のことがあ

ってはいけませんので、これは禁じていきたいと思います。 

その他個別のご相談にも応じていきますので、ご遠慮なくご相談ください。 


